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戦昨
日寺 l 菩

上財 E
型政ふ
設と諒
詰ぷ室哲
雪涯一
書簡有

弁

治

従
来
い
は
ゆ
る
粧
梼
畠
?
と
は
、
園
民
経
済
撃
た
い
し
一
粧
台
経

組
問
撃
を
指
す
の
を
普
通
と
し
た
。
そ
し
て
岡
民
経
済
ま
た
は
粧

品
閉
経
済
と
栴
せ
ち
れ
る
も
の
は
、
各
経
済
車
位
が
私
経
済
的
原

則
す
左
は
ち
封
慣
主
義
、
換
言
す
ね
ぽ
分
業
と
交
換
と
に
基
づ

〈
双
方
的
た
給
付
に
よ
る
E
Eと
を
原
則
と
し
て
、
結
合
さ
れ
た

、

経
済
関
係
の
綜
合
の
み
を
意
味
し
た
。
と
と
る
が
之
に
封
し
て

公
経
済
的
原
則
す
訟
は
ち
課
徴
主
義
、
換
言
す
れ
ば
一
方
的
た

給
付
の
要
請
を
原
則
と
し
て
結
合
さ
れ
た
経
済
闘
係
が
あ
る
。

前
者
す
涯
は
ち
私
経
済
的
抵
結
合
閥
係
は
、
言
は
ど
各
経
済
皐

位
が
封
等
に
結
び
付
け
ら
れ
た
水
平
的
な
も
の
で
あ
る
に
反

し
、
後
者
ず
な
は
ち
公
経
済
的
た
結
合
開
係
は
、
上
下
の
地
位

に
於
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
ろ
の
、
一
言
は
ピ
垂
直
的

管在
闘
係
で
あ
る
と
考
へ
る
己
と
が
出
来
る
で
あ
ち
ろ
。
い
は
「
ゆ

ー
五
九
二

る
経
済
事
が
闘
民
経
済
事
・
な
い
し
一
粧
台
経
済
事
を
意
味
す
る
限

り
、
そ
れ
は
斯
る
水
平
的
校
経
桝
的
結
合
開
係
白
み
を
考
察
す

る
の
で
あ
っ
て
、
垂
直
的
た
経
持
的
結
合
開
係
を
研
究
す
る
己

と
を
主
旨
と
す
る
と
E
ろ
D
、
財
政
串
?
と
針
立
し
て
ゐ
た
理
由

a砂

第
宜
十
七
巻

第
六
腕

ブL
F又

佐
賀
忙
蕊
に
存
在
す
る
と
思
は
れ
る
。

然
る
に
園
出
来
経
済
と
い
ふ
罰
聞
は
、
財
政
の
意
味
佐
用
び
ち
れ
ー
，

で
未
だ
一
般
化
し
て
ゐ
左
い
。

E
れ
は
主
と
し
て
経
済
皐
が
西

百

洋
か
ら
移
植
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
稜
群
地
た
る
西
洋
の
個
人

主
義
忙
踊
さ
れ
て
、
図
家
観
念
が
梯
薄
に
た
っ
て
ゐ
る
己
と
に

原
因
す
る
で
あ
ら
う
。
併
し
左
が
ち
此
事
は
一
般
的
に
も
誤
謬

で
あ
る
と
恩
は
れ
る
が
、
少
く
と
も
我
が
図
憶
と
は
合
致
せ
自

由
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
、
右
に
述
べ
た
る
が
如
き
公
私
の

経
済
闘
係
を
綜
合
し
て
、
己
れ
を
園
家
経
済
と
し
て
把
握
し
、

い
は
ゆ
る
経
溝
墜
は
岡
家
経
済
壌
で
な
け
れ
ば
在
ら
白
と
考
へ

る
も
白
で
あ
る
。

元
捕
『
嗣
祷
』
ξ

い
ふ
語
は
、
明
ら
か
に
『
組
困
掛
民
』
と
い
J

言

葉
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
困
睡
よ
り
育
へ
ぽ
閣
を
経
品
民
を

済
ひ
給
ふ
は
、
上
御
一
人
の
桐
親
政
に
圏
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
臣
民
白

道
は
期
る
大
肱
を
翼
賛
し
奉
る
ζ

主
に
詣
き
る
。
而
し
て
脚
圃
憐
民
自

/ 



崎
根
本
は
民
主
じ
て
其
堵
に
安
ん
ぜ
し
品
給
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
、
生
活
す

な
は
ち
ま
食
住
の
安
定
を
存
せ
し
品
給
ふ
と
と
る
に
あ
り
、
皇
民
目
新

る
自
笹
に
よ
る
奉
公
由
貿
踏
み
』
い
ふ
v

責
任
を
遂
行
す
る
こ
と
を
其
白

任
務
と
す
る
。
西
洋
由
経
済
官
自
ロ
o日
計
耳
Z
R
V民
同
)
と
い
ふ
語
出

家
計
な
い
し
家
政
か
ら
出
た
四
と
、
東
洋
四
極
済
と
い
ふ
語
が
闘
政

E

意
味
す
る
四
と
を
比
較
す
る
時
、
我
々
は
専
へ
方
円
順
逝
に
深
い
興
味

を
感
ず
る
で
あ
ら
う
。

f

決
に
漢
字
白
閥
、
と
い
ふ
白
は
領
土
を
意
味
す
る
も
由
L

中
う

t
Eる

が
、
我
が
困
簡
の
意
味
も
事
そ
白
宇
ろ
で
あ
る
〔
岡
つ
〈
np
・
閣
ゆ
ヴ

p
・
園
日
き
事
)
。
此
敢
に
臣
民
を
斡
れ
て
岡
家
と
言
ふ
。
西
洋
に
於

け
る
閣
は
統
拍
機
-
一
間
な
い
し
統
油
闘
停
を
意
味
す
る
。
統
治
し
統
治
さ

れ
て
ゐ
る
朕
蕗

(ωEO)
が
邸
ち
岡
家
で
あ
る
。

如
何
な
る
悶
家
に
於
い
て
も
之
を
構
成
す
る
草
枕
は
、
家
主
た
は
家

族
で
畠
ワ
て
個
人
で
は
な
い
。
そ
れ
品
川
に
岡
家
恒
輔
の
樽
成
単
位
は
、

家
計
ま
た
は
家
政
で
あ
る
と
言
ふ
ζ

之
が
問
来
高
。
そ
し
て
国
家
ξ

い

ふ
以
上
は
、
そ
と
に
『
家
』
的
な
性
質
が
抽
広
け
れ
ば
な
ら
向
。
し
か
も

家
は
若
干
偶
人
白
血
族
的
な
結
告
を
本
質
と
す
否
。
い
ほ
ゆ
る
民
族
園

家
と
い
ふ
栂
念
は
、
此
の
意
味
に
於
い
て
盟
解
古
恥
得
率
で
あ
ら
う
。

併
し
な
が
ら
翠
に
比
鴨
的
に
家
た
る
性
質
を
持
ワ
・
と
い
ふ
こ
・
と
で
な

〈
、
民
に
家
た
る
技
岨
盟
主
具
備
す
る
も
四
は
、
世
界
に
岡
多
し
と
雄
も

我
図
是
措
い
て
他
に
な
い
。
と
れ
我
が
闘
慌
が
寓
邦
無
比
止
稗
せ
ら
れ

る
所
以
で
あ
る
。
八
紘
偶
宇
の
宇
は
、
家
の
大
教
に
し
て
大
家
(
相
暗

中
け
)
で
あ
り
公
で
あ
る
。
県
凶
が
宇
で
あ
り
大
家
で
あ
る
と
い
ふ
こ

職
時
期
政
令
と
加
腕
桝
統
制

， 

と
位
、
総
て
内
閣
家
的
な
も
の
可
抗
家
白
如
〈
で
あ
る
と
と
を
窓
昧
し
、

と
白
骨
界
無
比
の
闘
般
に
基

d
f
我
JF
岡
家
組
問
は
印
ち
皇
闘
経
憐
で

あ
り
、
各
国
家
相
間
関
白
首
位
に
あ
り
其
田
範
と
な
る
も
白
で
あ
る
。

近
時
、
軍
備
そ
の
他
の
闘
家
活
動
が
著
し
く
重
要
性
を
増
大

し
、
国
家
の
必
要
と
す
る
経
済
政
策
モ
の
他
が
繍
張
さ
れ
た

閣
制
収
、
い
は
ゆ
る
園
家
経
済
の
霊
心
は
、
漸
吹
托
私
的
榔
面

2
2
n
z
p
o宮
司
)
か
ら
公
的
部
副

(EvrnmonZる
に
移
り
つ

h

あ
る
。
例
へ
ば
中
央
政
府
の
経
費
が
岡
氏
所
得
白
内
に
占
め
る

剖
合
は
、
一
九
一
一
一
一
年
か
ら
同
二
六
年
に
至
る
問
に
、
英
図

K

於
い
て
は
二
千
広
か
ら
三
五
%
、
品
開
蘭
西
は
一
八
%
か
ら
で
四

%
、
米
国
は
八
%
か
ら
一
五
%
、
伊
太
利
は
?
六
%
か
ら
-
一
一
一

%
へ
ー
と
靖
大
し
、
相
明
治
で
は
同
年
聞
に
一
六
%
か
ら
二
八
%
色

去
り
、
一
九
三

O
年
に
は
三

ovm、
伺
二
二
年
に
は
三
二
%
、

同
三
一
↓
盈
ー
に
は
三
五
%
へ
と
鏑
大
さ
れ
て
ぬ
ぁ
。
我
闘
に
於
ゆ

る
此
の
割
合
は
今
世
唱
に
之
を
詳
に
す
る
吃
得
左
い
お
、
先
般
決

定
さ
れ
た
昭
和
十
八
年
度
の
資
金
動
員
計
費
に
よ
れ
ぽ
、
国
民

所
得
は
約
五

O
O倍
闘
で
、

E
れ
を
財
政
委
金
=
三

O
億
国
・

俸
五
十
七
巻

王
九
三

第
六
挽

丸

ブL

E. Wagemann， Zwischenbilanz der Krisenpo:litik， :Betlin， "19J.S j 'W. :Rdpke， 
Crises' and J Cycl同，London，1936， 'p. "14'3，等参照。
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職
時
尉
肱
と
組
問
統
制

産
業
資
金
六

O
倍
困
・
闘
民
消
費
資
金
一
=
一
O
億
固
と
配
分
さ

れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
財
政
資
金
が
踊
民
所
得
中
に
占
め
る
割

合
は
、
約
六
二
%
と
左
る
。

現
代
忙
於
け
る
園
家
は
、
図
防
と
治
安
の
保
持
と
い
ふ
が
如

昔
も
の
阻
止
ま
ら
・
下
、
度
く
種
々
。
図
利
民
繭
の
震
に
す
る
諸

般
白
任
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
ョ
国
防
と
い
ふ
見
地
か
ら
D

み
し
て
も
、

E
大
な
軍
器
の
稜
展
は
、
或
る
程
度
ま
で
卒
時
と

雄
一
も
多
額
の
経
費
を
必
要
と
す
る
E
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
い
は

ゆ
る
岡
家
経
済
の
要
請
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
考
究
さ
れ
て
来

た
諸
種
の
経
済
政
策
の
他
に
、
最
近
で
は
景
気
政
策
と
し
て
白

楠
盤
的
財
政
政
和
吉
田
胃
ロ

E
S
E
-
Eの
と
が
あ
り
、

文
い
は
ゆ
る
自
由
競
争
は
不
完
全
競
争
に
過
ぎ
左
い
己
主
が

論
詮
せ
ら

h
て
か
ら
、
生
産
白
方
面
に
於
い
て
は
諮
問
問
経
替

3
Z
E
E
F
Z凹
2
2
4
の
奨
励
、
消
費
の
方
面
に
於
い
て
は

其
の
合
理
化
の
一
指
導
、
流
通
白
方
面
に
於
い
て
は
例
へ
ば
交
叉

運
輸
の
廃
止
等
の
潟
に
、
諸
種
の
租
税
・
補
助
金
を
債
格
機
構

を
兎
じ
て
利
用
せ
む
と
ず
る
主
張
が
あ
り
、
潤
占
針
策
と
し
て

の
最
高
販
由
民
会
定
債
格
白
設
置
集
の
あ
る
と
と
は
、
夙
に
周
知

{ 

の
事
項
で 第
あ五
ち十
う.，七
。巻

五
九
四

第
六
娩

O 
O 

E
れ
等
白
事
情
は
、
い
は
ゆ
る
財
政
現
象
を
し
て
多
分
に
経

済
現
象
た
る
性
質
を
持
た
し
め
る
と
共
に
、
い
は
ゆ
る
経
済
現

象
も
亦
、
財
政
現
象
た
る
性
質
主
帯
び
る
陀
至
ら
し
め
た
。
戦

時
陀
於
け
る
園
家
経
済
の
要
請
か
ら
厩
て
、
と
の
傾
向
が
益
々

強
化
さ
れ
る
E
と
此
疑
へ
た
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
財
政
現
象

と
経
済
現
象
と
白
交
錯
は
愈
々
大
と
た
る
べ
〈
、
従
来
の
如
昔

財
政
串
?
と
経
済
墜
と
白
開
係
を
以
っ
て
し
て
は
、
到
底
十
分
な

研
筑
(
を
成
し
遂
げ
難
い
と
共
に
、
ま
た
置
複
す
る
己
主
乞
も
謎

け
難
く
、
努
力
と
時
間
と
の
浪
費
さ
へ
も
考
へ
ら
れ
る
諜
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
我
々
は
、
財
政
現
象
と
経
済
現
象
と
を
綜
合
的

に
研
究
す
石
必
要
が
あ
り
、
い
は
ゆ
る
園
出
来
経
済
塾
の
提
稽
は

貨
に
葱
に
町
四
胎
ず
る
の
で
あ
る
。

倫
ほ
経
済
倫
理
を
認
容
す
る
徐
地
た
か
り
，
し
経
済
た
い
し
財

政
白
純
特
理
論
に
封
し
て
、
一
園
家
主
義
ま
た
は
倫
理
主
義
を
力

説
す
る
主
張
が
あ
り
、
従
来
の
最
大
満
足
の
原
則
に
代
へ
て
倫

理
原
則
に
よ
ら
む
と
す
る
の
で
争
る
が
、
そ
の
経
済
理
論
は
未

だ
完
成
せ
や
、
依
然
と
し
て
序
説
論
議

q
E
m
m。
2
5旦
の
域

Rdpke， op. -dt. g 22，参照。
E. Chambedin， Theory of Monopolistic Competition; 2nd. Print.， BostoD， 
1935; J. Robinson l';economics of Imper(ect CompetitioD， London， 1936， 
等参照。



を
股
し
て
ゐ
左
い
。
そ
白
成
る
か
成
ら
血
か
は
今
後
の
褒
畏
に

侯
た
ね
ば
左
ら
ぬ
。
併
し
我
々
は
斯
る
一
一
つ
の
概
端
に
馳
す
る

E
と
左
〈
、
経
済
友
い
し
財
政
の
論
碍
に
於
い
て
、
倫
理
白
占

む
る
地
位
と
共
の
持
つ
意
味
と
を
明
確
な
ら
し
め
な
け
れ
ば
な

左
ら
い
。
此
事
も
亦
、
国
家
経
済
撃
を
提
稀
せ
む
と
す
る
一
理

由
を
な
ず
も
D
で
あ
る
。

最
近
に
於
い
て
我
が
岡
慣
に
劃
す
る
反
省
は
、
各
方
面
で
宥
は
れ
ワ

ミ
あ
る
。
け
れ
E
も
固
定
し
た
闇
値
請
を
務
返
す
に
止
ま
り
、
其
鹿
か

ら
具
挫
的
な
諸
問
題
に
闘
す
否
且
解
J
F

導
か
れ
な
い
と
い
ふ
が
如
き
困

樟
論
、
柳
田
骨
髄
的
な
武
践
原
理
た
り
得
f
る
が
如
き
岡
世
論
、
其
憶
で
は

直
ち
に
具
皿
目
的
な
生
活
と
関
聯
せ
な
い
宇
う
な
閥
横
論
、
等
仕
員
に
園

鴨
を
把
醸
せ
る
も
の
と
は
言
ひ
得
な
い
主
信
ず
る
。
蓋
し
闘
世
は
何
よ

り
も
慨
鼎
た
る
事
責
で
あ
っ
て
、
車
な
る
理
論
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
と
の
事
貨
に
徹
す
る
こ
止
に
よ
ワ
て
、
現
在
白
生
け
る
閥
惜
の
本

義
を
明
白
に
か
ナ
る
と
と
は
、
我
闘
申
現
在
民
於
け
る
汎
ゆ
る
皐
徒
白

根
本
的
在
任
韓
で
あ
る
と
思
品
。

さ
て
、
現
時
の
我
が
閲
家
粧
済
は
パ
統
制
経
済
な
い
し
計
重

経
済
一
怒
り
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
と
と
る
が
統
制
経
済
註
い
し
計

書
経
済
白
必
然
性
に
就
い
て
、
題
説
と
も
観
ら
る
べ
昔
一
の
主

職
時
財
政
と
鰹
稗
統
制

張
が
あ
る
。
日
〈
・
自
由
主
義
ま
た
は
資
本
主
義
に
基
づ
一
〈
経

済
組
織
は
、
競
争
が
競
争
の
鹿
止
を
導
く
と
い
ふ
内
的
必
然
性

宮
崎
陀
、
景
気
媛
動
bq-介
し
て
共
の
構
造
を
鑓
化
せ
し
め
、
自

由
資
本
主
義
か
ら
潤
占
資
本
主
義
を
経
て
、
統
制
経
済
ま
た
は

計
聾
経
済
へ
と
必
然
的
に
移
行
す
る
、
冒
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
E

の
主
張
は
明
ら
か
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
聖
一

r容
す
る
も
白
で
あ
っ

て
、
資
本
主
義
ま
た
は
自
由
主
義
に
某
づ
〈
経
済
組
織
崩
壊
の

唯
物
史
観
的
必
然
性
を
妄
信
七
、
と
の
必
然
性
と
統
制
経
諦
左

い
し
計
聾
粧
済
へ
の
移
行
の
必
然
性
、
ど
を
混
同
し
、
更
に
統
制

経
済
た
い
し
計
華
経
済
の
可
能
性
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
E
れ
を

吟
味
し
検
討
し
よ
ろ
と
も
せ
た
い
の
で
あ
る
。
け
れ
E
も
果
し

町
資
本
主
義
ま
た
は
自
由
主
義
陀
悲
づ
く
経
済
組
織
忙
、
外
来

的

(E6関
2
5岳
)
た
も
の
を
除
雪
内
寂
的

(mnaomBEh
左
狽
占

た
い
し
崩
壊
へ
白
必
然
性
が
あ
る
で
あ
ら
ろ
か
。
俄
り
に
共
の

必
然
性
る

νと
し
て
、
い
は
ゆ
る
統
制
経
桝
ま
た
は
計
費
粧
憐

へ
の
移
行
が
必
然
的
で
あ
る
、
ム
」
い
ふ
排
諮
法
的
論
理
主
認
め

託
け
れ
ば
左
ら
左
い
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
此
の
主
張
に
品
一
一
昌
ム
統

制
帽
慌
時
制
た
い
し
計
費
経
済
は
可
能
で
あ
る
か
。
可
能
で
あ
る
と

第
王
什
出
血
菅

王
丸
五

第
六
革量

O 

J. E. Meade， Ah lntroduction to Economic AnaJ.ysis and Policy， 2nd. ed.， 
London， 1936，事照。
例へほ、武討l忠堆著 L統制経済 ξ景無担割可および， ，鞍号事k経済句高本友豆
郎著、統制圏民経済単守、第五篇、第三章第二節、等これである。
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職
時
町
政
と
趨
稗
続
制

L
で
、
そ
れ
は
岡
利
民
耐
の
上
か
ら
、
特
殊
的
例
外
的
一
時
的

詮
戦
時
経
搾
白
組
織
と
し
て
認
む
ペ
茸
か
、
又
は
成
く
一
般
的

原
則
的
恒
久
的
在
常
時
経
済
白
組
織
と
し
て
考
ふ
べ
き
で
あ
ら

ろ
か
。
己
れ
等
の
諸
問
題
に
閥
ず
る
考
察
は
、
既
に
他
白
機
曾

で
不
十
分
た
が
ら
之
を
仔
つ
わ
の
で
あ
る
か
ら
認
で
は
省
略
す

る
。
此
故
に
私
は
統
制
経
桝
た
い
レ
計
費
総
持
の
用
語
に
替
主

で
、
経
桝
統
制
と
し
て
思
考
す
る
を
受
営
た
り
在
信
宇
る
も
り

で
あ
る
。
蓋
し
統
制
経
済
た
い
し
計
書
経
済
白
ー
意
味
す
る
と
己

ろ
は
、
既
に
或
る
内
容
を
持
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
と
が
あ
り
、

士
、
百
或
種
。
イ
デ
オ
ロ
苧
ー
を
も
含
む
危
険
が
あ
り
、
そ
の
内

容
も
亦
必
宇
し
も
明
確
で
・
泣
く
、
誤
解
を
生
や
る
虞
あ
る
の
み

友
ら
や
、
本
来
そ
れ
は
園
家
の
経
済
的
要
請
と
現
貨
の
情
勢
と

遡
宜
(
唱
。
E
切
の
ご
陀
決
定
さ
れ
Z
と
己
る
由
政
策

陀
臆
巴
て
、

(
F
E
F
)
に
他
取
ら
法
い
、

-
E
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
Z
。

の
事
賓
は
物
債
統
制
と
い
ぷ
、
金
融
統
制
と
い
ふ
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
で
あ
ら
う
。

島
よ
そ
政
策
と
栴
せ
ら
れ
る
鴎
家
活
動
除
、
常
ほ
一
定
の
計

聾
陀
従
っ
た
統
制
忙
他
た
ら
画
。
従
っ
て
政
策
白
あ
る
と
亘
る

第
五
十
七
轡

第
六
腕

。日

E
九
六

必
中
統
制
が
あ
匹
、
経
済
政
策
の
行
は
る
h
限
り
、
必
中
経
済

統
制
が
有
志
ナ
る
理
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
自
由
経
済
に
も
棟
、

己
D
意
味
に
於
け
る
統
制
が
あ
る
謬
で
あ
り
、
・
ま
た
事
賓
の
上

に
も
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ぽ
以
前
の
経
済
統
制
と

現
在
の
そ
れ
と
は
、
果
し
て
如
何
た
る
賄
に
於
い
で
臭
る
?
あ

ら
う
か
。
償
り
に
前
者
を
平
時
経
済
統
制
・
後
者
を
職
時
経
済

統
制
と
呼
ぷ
怒
ら
ぽ
、

J

雨
者
の
聞
に
如
何
一
定
る
差
異
が
見
聞
さ

れ
石
で
あ
邑
う
か
@
間
よ
り
平
時
に
於
W
て
は
前
者
の
み
が
、

古

戦
時
に
於
い
て
は
後
者
自
み
が
、
賛
行
さ
れ
採
用
さ
れ
る
と
い

ふ
の
で
は
左
く
し
で
、
平
時
ま
た
は
戦
時
に
於
け
る
粧
品
開
統
制

が
、
主
と
し
て
依
嫁
す
る
方
法
に
上
る
隠
別
に
過
ぎ
在
い
。
蓋

し
経
済
政
策
同
平
時
陀
於
け
る
と
磯
時
に
於
妙
高
差
を
時
は

宇
、
常
に
一
定
の
計
叢
に
基
づ
〈
統
制
方
策
で
あ
づ
て
、
そ
の

目
的
も
閲
利
民
帽
の
維
持
増
進
に
存
し
、
統
制
そ
れ
自
慢
に
よ

っ
て
は
之
を
匝
別
す
る
と
と
が
問
富
市
守
、
唯
だ
統
制
政
策
者
選

行
f
る
手
段
目
於
け
る
相
具
陀
着
目
ぜ
恕
け
れ
ば
な
ら
泣
い
か

ら
で
あ
る
。

か
L
A

る
間
臨
か
ら
平
時
都
持
続
制
と
戦
時
経
神
統
制
と
を
眺

と白直別に蹄いでは、 R..Strigl.， Aenderungen-infdtm Dat回 derW耐 schaft
Jahrbüche~ 印r Nationalδkonomie und Statistik， 128， .Bd.，.S. 64u-662，重量服。
拙稿治職骨髄祷恒特質と其の中品問題に就いて、(日本諸軍綬興委員舎研究報
昔、特輯第三鍋研載h軍基周。
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め
る
な
ら
ぽ
、
前
者
は
主
と
し
て
需
給
の
間
接
的
友
儲
件
統
制

に
止
ま
る
に
度
し
、
後
者
は
需
給
へ
の
直
接
的
危
干
渉
に
進

む
、
と
い
ム
建
国
間
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
号
。
然
ち
ば
吠
に
何

故
に
斯
る
統
制
を
必
要
ト
と
す
る
に
至
る
か
、
言
は
ピ
職
時
経
済

統
制
の
必
然
性
は
如
何
怠
る
と
E
ろ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
同
よ

り
国
家
D
存
立
が
、
園
民
の
生
命
・
身
閣
・
自
由
・
財
産
・
名

場
等
の
依
存
す
る
不
可
快
の
前
提
で
あ
り
、
国
家
友
く
し
て
園

民
を
く
、
そ
白
生
活
も
一
泣
い
と
い
ふ
根
本
的
註
要
請
に
基
づ
〈

の
で
あ
る
が
、

E
れ
を
周
家
経
梢
回
側
面
か
ら
骨
み
観
察
す
る

一
忙
会
経
済
ず
友
は
ち
財
政
的
社
要
請
で
あ
る
、
と

た
ら
ば
、

言
~ 
E 
と

四 z
来
る
と
思
占m

戦
時
財
政
の
要
請
は
‘
先
づ
第
一
に
戦
費
白
調
達
で
あ
り
、

第
二
陀
軍
需
品
の
獲
得
で
あ
り
、
第
三
に
闘
民
生
活
の
一
確
保
と

安
定
で
あ
り
、
第
四
忙
は
成
る
ペ
〈
経
済
の
激
曲
盟
主
避
け
む
と

ず
る

E
と
で
あ
る
。

戦
費
の
調
達
は
租
税

E
K
る
の
を
理
論
上
か
釘
理
想
と
す
る

の
で
あ
る
が
、
園
民
が
共
の
負
携
に
堪
え
得
た
い
と
い
ふ
簡
車

職
時
尉
肱
と
経
関
統
制

た
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
由
一
部
ま
た
は
大
部
分
を
園
慌
に
よ
る

と
と
が
多
い
。
例
へ
ば
支
那
事
繁
の
勃
護
以
後
の
間
四
時
軍
事
費

は
七
四
一
慮
固
で
あ
り
、
園
債
の
議
行
綿
額
は
既
に
五
五
四
億

国
民
連
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
図
民
所
得
に
封
ず
る
国
税
の
割
合

は
、
米
図
二
九
%
・
英
図
二
二
%
陀
射
し
て
、
我
園
は
僅
か
に

一
七
%
で
あ
る
。

4
A
も
之
に
就
い
て
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
利
盆

を
受
け
る
者
は
持
来
の
園
民
で
あ
る
か
ら
、
戦
費
は
共
の
負
播

と
な
る
べ
雪
園
債
に
よ
る
べ
し
と
い
ふ
主
張
も
あ
る
が
、
戦
時

国
債
白
負
措
は
必
宇
し
も
将
来
の
国
民
の
負
捨
と
怠
る
も
白
で

は
な
い
か
ら
、
此
識
は
夜
で
は
一
臆
白
吟
味
を
も
必
要
と
せ
た

い
で
あ
ら
う
。

さ
て
、
戦
費
白
調
達
を
園
債
に
仰
ぐ
と
と
が
多
い
ム
」
い
ふ
と

と
は
、
共
限
り
に
於
い
て
資
金
が
創
造
さ
れ
、
帽
相
桝
界
へ
は
卒
一

〈
新
た
に
擬
制
的
危
購
買
力
が
遁
加
さ
れ
る
懇
で
あ
Z
。
葺
し

斯
る
資
金
の
一
放
出
と
吸
牧
と
の
聞
に
、
時
間
的
社
間
隔
が
存
在

す
る
か
ら
で
あ
る
句
し
か
も
普
通
に
は
、
先
づ
信
用
創
造
陀
ふ

る
資
金

ρ撒
布
を
行
ひ
、
後
に
之
を
闇
債
忙
よ
っ
て
吸
牧
せ
む

と
す
る
E
と
が
多
い
明
白
で
あ
る
h
ら、

E

D
傾
向
は
一
段
と
強

第
五
十
屯
巻

一O
三

五
九
七

第
六
掛

A. C. Pigou， The Political Economy or WaT， London， J940， p. 73， 74，参
J!l!。
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時
時
財
政
左
紐
持
続
制

化
さ
れ
る
圭
言
は
た
け
れ
ば
友
ち
血
。
更
に
管
理
通
貨
訟
よ
ぴ

之
忙
基
づ
〈
金
融
制
度
は
、
己
れ
を
一
居
助
長
す
る
と
言
ふ
E

左
が
向
来
る
で
あ
ら
う
ロ
し
か
の
み
な
ら
守
、
園
債
の
際
募
は

闘
債
の
形
陀
於
い
て
、
購
買
力
が
園
民
自
手
許
に
建
存
ず
る
と

と
を
意
味
し
、

E
D
購
買
力
に
謝
立
す
べ
雪
財
貨
は
、
既
陀
戦

争
の
鴛
に
消
費
さ
れ
て
ゐ
る
。
己
れ
等
D
事
情
は
憾
で
購
買
力

の
過
剰
と
た
り
、
物
慣
騰
貴
白
傾
向
を
必
然
的
・
な
ら
し
め
る
で

あ
ち
号
。
従
っ
て
此
篤
に
生
中
る
経
済
の
動
矯
を
妨
止
す
る
必

要
か
ら
、
物
債
の
規
制
す
を
は
ち
例
へ
ば
公
定
慣
格
制
度
の
郎

曹
が
必
然
的
と
法
る
。
此
故
陀
租
税
の
増
徴
・
闘
債
の
消
化
・

貯
警
の
増
強
等
の
園
民
倫
理
は
、
国
家
経
済
の
論
理
に
於
け
る

抵
抗
係
敷
た
る
意
味
と
地
位
と
を
持
つ
で
あ
ら
う
。
査
し
同
開
憤

は
言
は
ピ
購
買
力
白
貯
水
池
で
あ
っ
て
、
そ
の
終
極
的
在
庫
理

は
最
後
的
註
解
決
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

然
る
に
戟
事
目
的
の
完
遂
と
い
ふ
岡
家
的
在
要
請
は
、
生
産

自
不
調
和
ま
た
は
生
産
力
の
完
全
利
用
と
い
ふ
平
時
に
於
け
る

限
界
を
超
え
て
、
向
ほ
信
用
創
造
に
よ
る
園
家
的
危
購
買
力
の

作
出
、
即
ち
闘
債
の
欝
行
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
一
方
忙
於

「

由通 ν、
ち で
、財

他政
方の
に閲
於滑
い訟
でる
は主主 r 

闘 用 7 L
民と八
生、

活軍
の需
安品
定。
の事官
軍事保
に と、ν、
物ム
慣理
の由

第
五
十
セ
巻

第
六
班

O 
由

騰
貴
は
極
力
抑
制
さ
れ
授
け
れ
ぽ
友
ら
ぬ
。
従
っ
て
右
に
蓮
司

た
る
が
如
雪
貨
幣
金
融
的
た
方
策
の
他
に
、
物
財
の
側
面
に
於

い
て
積
観
的
託
生
産
。
撰
宏
と
治
樹
的
危
消
費
の
抑
制
と
が
、

先
づ
唯
だ
共
の
数
量
的
左
調
和
と
い
ふ
視
結
か
ら
強
行
さ
れ

る
。
け
れ

E
も
上
遁
の
如
曹
戦
時
経
済
白
特
質
ま
た
は
戦
時
経

済
に
内
在
的
必
然
的
在
理
由
か
ら
、
剖
ち
物
債
騰
貴
D
諸
保
件

が
完
備
し
て
ゐ

Z
駕
陀
、
か
ミ
る
方
策
の
み
で
は
十
分
に
共
の

目
的
を
達
成
す
る
と
正
が
閃
難
で
あ
Z
。
桔
唱
に
於
い
で
脅
陀
物

債
の
規
制
を
以
っ
て
足
れ
り
冒
と
せ
守
、
更
肥
進
ん
で
生
産
島
よ

び
消
費
に
劃
す
る
質
的
在
規
制
そ
必
要
冒
と
す
る
忙
至
る
。
即
ち

軍
需
品
た
ち
び
に
生
活
必
需
品
の
生
産
損
充
と
共
の
生
産
カ
の

繍
充
と
が
企
て
ら
れ
、
消
費
の
一
般
的
た
抑
制
と
不
念
不
要
品

の
生
産
制
限
等
が
目
論
ま
れ
る
の
み
た
ら
や
、
生
産
自
割
営
制
、

-
C
責
任
制
に
ま
で
及
び
、
消
費
の
割
営
制
、
と
し
で
の
切
符
制
度

も
採
用
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
故
に
斯
る
目
的
の
矯
忙
ず
呂
生

産
者
・
消
費
者
の
精
神
動
員
は
、
閲
民
倫
買
が
国
家
経
済
の
論

• 



1 

理
に
於
け
る
促
進
係
数
た
る
意
味
と
地
位
と
を
持
つ
E
と
を
一
市

し
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
戦
時
忙
於
狩
る
関
家
経
済
白
要
請
は
、
菅

ι生
産

数
量
の
最
大
を
求
め
る
白
み
な
ら
や
、
進
ん
で
生
産
と
消
費
と

の
質
的
た
統
制
を
も
不
可
避
的
な
ら
し
め
る
。
此
事
は
一
定
白

計
聾
に
従
つ
で
経
済
を
指
導
し
統
制
す
る
E
と
?
に
他
た
ら
ね
ロ

即
ち
平
時
に
於
け
る
経
済
統
制
は
、
主
と
し
て
需
品
加
の
間
接
的

た
保
件
統
制
忙
止
ま
る
に
反
し
、

戦
時
に
於
貯
る
経
済
統
制

は
、
需
給
へ
白
直
接
的
た
干
渉
へ
と
進
む
の
で
あ
る
?
そ
れ
は
~

一
陀
戦
時
の
閲
家
経
済
、
特
に
戦
時
財
政
の
要
請
に
基
づ
く
、

と
一
百
ム
己
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

E 

以
上
位
於
い
て
私
は
、
戦
時
財
政
白
要
請
が
直
接
的
た
経
済

統
制
を
必
然
的
た
ら
し
め
る
、
と

Huf諸
事
情
を
概
観
し
た
の

で
あ
る
が
、
窓
に
注
意
す
べ
き
は
園
家
経
済
白
重
心
が
、
漸
吠

陀
私
的
部
面
か
ら
公
的
部
面
に
移
り
つ

a
A
b
る
と
い
ふ
手
と

は
、
い
は
ゆ
る
経
済
の
指
導
た
い
し
統
制
が
逐
突
に
損
大
さ
れ

る
E
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
け
れ

E
も
、
そ
れ
は
先
づ
第
一

職
時
財
政
と
担
問
統
制

に
各
人
の
創
意
正
競
争
と
を
否
定
す
る
も
の
で
ほ
た
い
、

と
し、

ふ
黙
で
あ
る
。
統
制
の
あ
る
と
と
ろ
に
も
各
人
の
創
意
従
っ
て

責
任
と
、
競
守
と
の
存
在
す
る
と
と
は
、
供
へ
ぽ
軍
隊
や
閥
申
校

e

~

 

と
い
ム
が
如
昔
統
制
あ
る
枇
合
陀
於
け
る
競
争
が
、
い
は
ゆ
る

自
由
主
義
の
統
制
友
委
己
資
際
句
経
済
枇
舎
に
於
け
る
よ
り
も
、

，~ー

に J唐

過完
ぎ全
るに
も自
の由
がに
あ行
るは
でれ
あて
ら ゐ
うる
。己

と
を

〆翻

れ
r.r 

足、
ひ
宇

突
に
経
済
統
制
の
安
定
の
震
に
は
、
貨
幣
の
慣
値
を
問
定
せ

し
め
る
必
要
が
あ
る
。

E
れ
は
貯
蓄
白
増
強
・
園
債
保
有
の
見

地
か
ら
す
れ
ば
、
論
理
的
・
倫
理
的
・
心
理
的
忙
特
陀
必
要
で

あ
る
。
此
震
に
は
管
理
遜
貨
の
制
度
を
隠
し
て
、
貨
幣
の
慣
値

を
溜
常
駐
物
財
の
慣
値
主
聯
結
ず
ペ
青
で
あ
る
。
蓋
し
弾
力
性

あ
る
貨
幣
の
流
通
常
主
張
せ
る
安
定
貨
幣
(
盟
島
町
自
自
主
)
に

代
え
て
、
原
則
と
し
て
同
定
せ
る
貨
幣
の
流
通
を
要
請
す
る
中

， 

立
貨
幣

(
Z
E
E
-
v
p
H司
)
が
欲
求
さ
れ
て
ゐ
る
E
と
は
、
既
に

人
の
周
〈
知
る
と
と
ろ
で
あ
り
、
物
財
の
慣
値
に
帥
せ
ざ
も
貸

幣
の
慣
値
は
安
定
を
期
し
難
く
、
そ
れ
は
恰
も
大
地
に
部
ぜ
十

し
て
地
震
を
云
策
す
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
金

瞳

w
E
十
七
巻

第
六
腕

O 
五

王
丸
九



職
時
酎
政
と
組
稗
統
制

本
位
制
度
は
、
金
の
会
宣
債
格
と
自
由
債
格
と
を
認
め
る
二
重

債
格
制
度
で
あ
っ
て
、
現
時
の
一
般
的
た
諸
債
格
の
公
定
制
度

は
、
貨
に
貨
幣
の
債
値
の
安
定
策
忙
他
な
ら
左
い
、
と
考
へ
る

E
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
1

更
に
経
桝
の
指
導
量
た
は
統
制
は
、
敢
へ
て
生
産
a

流
通
・

消
費
に
直
接
的
危
干
渉
を
加
へ
る
E
と
左
く
、
そ
白
質
的
ま
た

は
量
的
託
統
制
を
目
的
と
す
る
と
E
る
の
、
間
接
的
た
債
格
政

策
た
い
し
金
融
政
策
に
主
っ
て
も
、
或
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ

る
と
と
に
注
意
せ
を
け
れ
ぽ
怒
ら
曲
、
即
ち
膨
脹
を
必
要
と
す

早
部
商
で
は
、
補
助
金
ま
た
は
4
V
フ
レ

l
シ
ョ
ン
の
方
策
を

採
り
、
、
耽
縮
を
可
と
す
る
部
商
で
は
、
課
税
左
い
し
デ
フ
レ
1

シ
ョ

y
政
策
を
採
用
す
る
と
と
陀
よ
っ
て
、
本
来
の
慣
格
ま
た

は
鰹
済
の
機
構
陀
干
渉
す
る
E
と
た
く
、
そ
白
保
件
の
み
を
統

制
ず
る
E
と
の
み
忙
よ
っ
て
も
、
或
る
程
度
ま
で
所
期
白
目
的

、
を
蓮
成
し
得
る
の
で
あ
る
。
経
済
の
指
導
ま
た
は
統
制
忙
際
し

て
段
、
岩
づ
斯
る
E
統
在
方
策
に
よ
ら
左
け
れ
ぽ
左
ら
な
い
。

か
aa
る
政
策
は
言
ほ
ど
『
遁
合
的
左
干
渉
』
(
自
明
日
r
E
O
岡
田
町
虫
干

szg)
で
あ
う
て
、

一
四
明
白
反
動
を
招
来
す
る
傾
向
の
あ
る

第
五
十
七
巻

六
0
0

?京
~直耐え
ぷ込

昔日
的で
左

あ
干

ら o'"J.，

う9)乙

ロ
= 

者
E 
'" 号
F 第
ユ プ言。-
g I山

1 O  
六

と
陪
~U 
せ

島n
 

h
 

a
 

出-u w
 

n
 

p
 

の
終
極
的
左
鹿
理
如
何
、
と
い
ふ
己
と
で
あ
ら
う
Q

E
れ
等
の
一
叩

諸
問
題
を
考
察
し
て
共
の
解
決
の
方
途
を
研
究
す
る
錦
に
は
、
叫

い
は
ゆ
る
財
政
事
者
も
経
済
撃
者
も
貨
幣
金
融
事
者
も
、
皆
亙
日

比
里
臨
す
る
と
共
に
相
一
致
し
て
、
い
は
ゆ
る
図
家
経
済
た
い
出
帆

b
d
z
 

し
、
皇
岡
経
済
O
翻
鮪
に
立
つ
必
要
あ
り
、
と
信
宇
る
も
白
で
出
川

あ
る
。
|
|
昭
和
十
八
年
十
月
F
五
目
、
日
本
財
政
畢
曾
第
四
岡
大
曾

G
M，・

要
す
る
に
、
い
は
ゆ
る
統
制
経
済
す
抵
は
ち
直
接
的
社
経
済

統
制
は
、
一
陀
戦
時
財
政
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、

問
題
は
斯
る
要
請
を
如
何
に
し
て
遁
合
的
危
経
済
政
策
。
範
囲

内
で
解
決
ず
る
か
、
と
い
ふ
と
己
ろ
に
あ
る
で
あ
ら
う
ロ
叉
た

と
ひ
止
む
を
得
や
し
て
不
適
合
的
危
経
済
政
策
を
探
る
と
し
て

も
、
た
る
べ
〈
摩
擦
を
砂
か
ら
し
む
る
に
は
如
何
に
す
べ
き

か
、
と
い
ふ
と
と
る
に
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
夏
に
重
要
友
問
題

は
、
戦
時
経
済
統
制
の
平
時
維
持
円
統
制
へ
の
切
替
え
、
邸
ち
戦

時
財
政
よ
り
平
時
財
政
へ
の
移
行
、
従
っ
て
生
守
る
戦
時
園
債

田
究
報
告
。

/ 




